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2020年３月 17日 

各  位 

会 社 名 ヤマハ発動機株式会社 

代表者名 代表取締役社長 日髙 祥博 

（証券コード：7272、東証第一部） 

問合せ先 コーポレートコミュニケーション部長 岡本 知彦 

（TEL. 0538－37－0134） 

 

 

公開買付届出書の訂正届出書の提出に伴う公開買付開始公告の訂正に関するお知らせ 
 

 

ヤマハ発動機株式会社は、ヤマハモーターロボティクスホールディングス株式会社（証券コード 6274、

株式会社東京証券取引所市場第一部上場、以下「対象者」といいます。）の普通株式を対象とする金融商品

取引法（昭和 23 年法律第 25 号。その後の改正を含みます。以下「法」といいます。）による公開買付け

（以下「本公開買付け」といいます。）に関して、法第 27条の８第２項の規定により、公開買付届出書の訂

正届出書を 2020年３月 17日付で関東財務局長に提出いたします。 

これに伴い、ヤマハ発動機株式会社は、2020 年２月 13 日付「公開買付開始公告」の内容を下記のとおり

訂正いたしますので、お知らせいたします。なお、訂正箇所には下線を付しております。 

また、下記の訂正は、法第 27条の３第２項第１号に定義される買付条件等の変更ではありません。 

 

記 

 

2020年２月 13日付「公開買付開始公告」の訂正内容 

 

２．公開買付けの内容 

（９）応募の方法及び場所 

（訂正前） 

＜前略＞ 

③ 本公開買付けに係る応募の受付けにあたっては、本公開買付けに応募する株主（以下「応募株主等」

といいます。）が、公開買付代理人に証券取引口座を開設した上、応募する予定の株券等を当該証券

取引口座に記録管理している必要があります。本公開買付けにおいては、公開買付代理人以外の金

融商品取引業者等を経由した応募の受付けは行われません。また、本公開買付けにおいては、対象

者指定の特別口座の口座管理機関に設定された特別口座に記録されている株券等をもって本公開買

付けに応募することはできません。（注１）応募する予定の株券等が、公開買付代理人以外の金融商

品取引業者等に開設された証券取引口座又は特別口座の口座管理機関に設定された特別口座に記載

又は記録されている場合は、応募に先立ち、公開買付代理人に開設した証券取引口座への振替手続

を完了していただく必要があります。（注２） 

 

④ 公開買付代理人に証券取引口座を開設しておられない応募株主等は、新規に証券取引口座を開設し

ていただく必要があります。証券取引口座を開設される場合には、個人番号（マイナンバー）又は

法人番号及び本人確認書類（注３）が必要になるほか、ご印鑑が必要になる場合があります。 

＜中略＞ 

⑦ 日本の居住者である個人株主の場合、買付けられた株券等に係る売却代金と取得費等との差額は、

一般的に株式等の譲渡所得等に関する申告分離課税の適用対象となります。（注４） 



 

-2- 

 

⑧ 応募の受付けに際し、公開買付代理人より応募株主等に対して、公開買付応募申込みの受付票が交

付されます。 

（注１）本公告日時点において、対象者の指定の特別口座の口座管理機関は、三菱ＵＦＪ信託銀行株

式会社ですが、2020 年３月 20 日付で、三井住友信託銀行株式会社に変更される予定とのこ

とです。 

（注２）対象者指定の特別口座の口座管理機関に設定された特別口座から公開買付代理人の証券取引

口座に株券等の記録を振り替える手続について 

対象者指定の特別口座の口座管理機関に設定された特別口座から公開買付代理人の証券

取引口座に株券等の記録を振り替える手続を公開買付代理人経由又は特別口座の口座管理

機関にて行う場合は、特別口座の口座管理機関に届け出ている個人情報と同一の情報が記

載された「口座振替申請書」による申請が必要となります。詳細については、公開買付代

理人又は特別口座の口座管理機関にお問合せくださいますようお願い申し上げます。 

（注３）個人番号（マイナンバー）又は法人番号及び本人確認書類の提出について 

公開買付代理人において新規に証券取引口座を開設される場合、又は日本国内の常任代

理人を通じて応募する外国人株主の場合には、次の本人確認書類等が必要になります。番

号確認書類及び本人確認書類の詳細につきましては、公開買付代理人へお問合せください。 

個人株主の場合   次の表の①から③のいずれかの個人番号確認書類及び本人確認書類

が必要になります。なお、個人番号（マイナンバー）をご提供いた

だけない方は、公開買付代理人であるみずほ証券株式会社にて口座

開設を行うことはできません。また、公開買付代理人において既に

証券取引口座を開設している方であっても、氏名、住所、個人番号

（マイナンバー）を変更する場合には個人番号確認書類及び本人確

認書類が必要になります。 

＜中略＞ 

（注４）日本の居住者の株式等の譲渡所得等に関する申告分離課税について（個人株主の場合） 

日本の居住者である個人株主の方の場合、株式等の譲渡所得等には、原則として申告分

離課税が適用されます。本公開買付けへの応募による売却につきましても、通常の金融商

品取引業者を通じた売却として取り扱われることとなります。税務上の具体的なご質問等

につきましては、税理士等の専門家にご確認いただき、ご自身でご判断いただきますよう

お願い申し上げます。 

 

（訂正後） 

＜前略＞ 

③ 本公開買付けに係る応募の受付けにあたっては、本公開買付けに応募する株主（以下「応募株主等」

といいます。）が、公開買付代理人に証券取引口座を開設した上、応募する予定の株券等を当該証券

取引口座に記録管理している必要があります。本公開買付けにおいては、公開買付代理人以外の金

融商品取引業者等を経由した応募の受付けは行われません。また、本公開買付けにおいては、対象

者指定の特別口座の口座管理機関である三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社に設定された特別口座に記録

されている株券等をもって本公開買付けに応募することはできません。応募する予定の株券等が、

公開買付代理人以外の金融商品取引業者等に開設された証券取引口座又は特別口座の口座管理機関

に設定された特別口座に記載又は記録されている場合は、応募に先立ち、公開買付代理人に開設し

た証券取引口座への振替手続を完了していただく必要があります。（注１） 

 

④ 公開買付代理人に証券取引口座を開設しておられない応募株主等は、新規に証券取引口座を開設し

ていただく必要があります。証券取引口座を開設される場合には、個人番号（マイナンバー）又は

法人番号及び本人確認書類（注２）が必要になるほか、ご印鑑が必要になる場合があります。 

＜中略＞ 
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⑦ 日本の居住者である個人株主の場合、買付けられた株券等に係る売却代金と取得費等との差額は、

一般的に株式等の譲渡所得等に関する申告分離課税の適用対象となります。（注３） 

 

⑧ 応募の受付けに際し、公開買付代理人より応募株主等に対して、公開買付応募申込みの受付票が交

付されます。 

（注１）対象者指定の特別口座の口座管理機関に設定された特別口座から公開買付代理人の証券取引

口座に株券等の記録を振り替える手続について 

対象者指定の特別口座の口座管理機関に設定された特別口座から公開買付代理人の証券

取引口座に株券等の記録を振り替える手続を公開買付代理人経由又は特別口座の口座管理

機関にて行う場合は、特別口座の口座管理機関に届け出ている個人情報と同一の情報が記

載された「口座振替申請書」による申請が必要となります。詳細については、公開買付代

理人又は特別口座の口座管理機関にお問合せくださいますようお願い申し上げます。 

（注２）個人番号（マイナンバー）又は法人番号及び本人確認書類の提出について 

公開買付代理人において新規に証券取引口座を開設される場合、又は日本国内の常任代

理人を通じて応募する外国人株主の場合には、次の本人確認書類等が必要になります。番

号確認書類及び本人確認書類の詳細につきましては、公開買付代理人へお問合せください。 

個人株主の場合   次の表の①から③のいずれかの個人番号確認書類及び本人確認書類

が必要になります。なお、個人番号（マイナンバー）をご提供いた

だけない方は、公開買付代理人であるみずほ証券株式会社にて口座

開設を行うことはできません。また、公開買付代理人において既に

証券取引口座を開設している方であっても、氏名、住所、個人番号

（マイナンバー）を変更する場合には個人番号確認書類及び本人確

認書類が必要になります。 

＜中略＞ 

（注３）日本の居住者の株式等の譲渡所得等に関する申告分離課税について（個人株主の場合） 

日本の居住者である個人株主の方の場合、株式等の譲渡所得等には、原則として申告分

離課税が適用されます。本公開買付けへの応募による売却につきましても、通常の金融商

品取引業者を通じた売却として取り扱われることとなります。税務上の具体的なご質問等

につきましては、税理士等の専門家にご確認いただき、ご自身でご判断いただきますよう

お願い申し上げます。 

 

 

以上 
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